
（参考） 
省エネ型製品普及推進優良店 表彰概要 

１．趣旨 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）におけるいわゆるトップランナー基準

によって、製造事業者又は輸入事業者は、特定機器のエネルギー消費効率の向上を図っていくこと

が求められている。しかし、省エネ型製品は、使用されて始めて省エネにつながることから、省エ

ネ型製品の普及促進を図ることが必要である。 

このため、製造事業者等と消費者との接点である「販売事業者」を対象に、省エネ型製品の積極

的な販売並びに省エネに関する適切な情報提供を行っている家電販売店を「省エネ型製品普及推進

優良店」として表彰するとともに、その活動を広く消費者へ情報提供することにより省エネ型社会

の構築に資することを目的として、平成１６年度から本制度を実施している。 

 

２．具体的な評価方法 

(1) 評価対象 

大規模家電販売店：店舗面積 500 ㎡超であり、家電製品及びガス機器の販売高が総販売高の 50％

以上の店舗。 

中小規模家電販売店：店舗面積 500 ㎡以下であり、家電製品及びガス機器の販売高が総販売高の

50％以上の店舗。 

※大手家電販売店（大企業(中小企業基本法における中小企業者ではない)の家電販売店）のフ

ランチャイズ等、その看板を掲げる店舗は、大規模家電販売店の対象。 

 

(2) 評価項目 

 ・店長の省エネ型製品販売の運営方針に関する評価：顧客への省エネ情報の提供、省エネ型製品の  

販売促進の取組みを評価。 

 ・店員の省エネ知識・意欲の確保：省エネ教育や家電製品アドバイザー資格等を評価。 

 ・購入のし易さ：省エネラベル等の解説や表示を評価。 

 ・販売実績：省エネ基準達成率に応じて省エネ型製品の販売実績を評価。 

・店舗における環境に配慮した取り組み：店舗における環境に配慮した取組を評価。 

 

(3) 募集方法 

販売事業者による公募方式 

(4) 評価・決定方法 

財団法人省エネルギーセンターに設けられた「省エネ型製品普及推進優良店評価委員会」において、

提出された自己評価書の書類審査及び現地審査に基づき評価し、「省エネ型製品普及推進優良店表

彰」について決定した。 
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